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略語表 

略語名 正式名称（仏文） 正式名称（英文） 正式名称（和文） 

ANSD Agence Nationale de la 

Statistique et de la 

Démographie 

National Agency for Statistics 

and Demographics 

国家統計・人口庁 

API Interface de 

Programmation 

d’Applications 

Application Programming 

Interface 

アプリケーションプログラ

ミングインターフェース 

BMZ Ministère fédéral de la 

Coopération économique 

et du Développement 

Federal Ministry for 

Economic Cooperation and 

Development 

ドイツ連邦経済協力開発省 

CA Autorité de Certification Certification Authority 認証局 

CDP Commission de Protection 

des Données Personnelles 

Data Protection Commission 個人データ保護委員会 

DFFT  Flux de données libres et 

de confiance 

Data Free Flow with Trust  自由で信頼あるデータ流通  

DGID 

Direction Générale des 

Impôts et des Domaines 

Directorate-General for Taxes 

and State Property 

歳入・国有財産総局／税務

当局 

 

DGPSN 

Délégation Générale à la 

Protection Sociale et à la 

Solidarité Nationale 

General Delegation for Social 

Protection and National 

Solidarity 

社会保護・国民連帯総代表

部 

EF Expertise France 
Expertise France 

エクスパティーズ・フラン

ス 

E-NINEA Plateforme électronique du 

Numéro d’Identification 

Nationale des Entreprises 

et des Associations 

Electronic National 

Identification Number for 

Enterprises and Associations 

企業・団体全国識別番号電

子システム 



   

 

   

 

略語名 正式名称（仏文） 正式名称（英文） 正式名称（和文） 

GDPR Règlement général sur la 

protection des données  

General Data Protection 

Regulation 

EU 一般データ保護規則 

GIZ Société allemande pour la 

coopération internationale 

German Agency for 

International Cooperation 

ドイツ国際協力公社 

ISO Organisation 

internationale de 

normalisation 

International Organization for 

Standardization 

国際標準化機構 

IEC Commission 

électrotechnique 

internationale 

International Electrotechnical 

Commission 

国際電気標準会議 

ITU  Union internationale des 

télécommunications 

International 

Telecommunication Union  

国際電気通信連合  

JCC  Comité conjoint de 

coordination 

Joint Coordination Committee  合同調整員会  

MVP Produit Minimum Viable Minimum Viable Product 最小限の実用的製品 

NFR Exigences non 

fonctionnelles 

Non-Functional Requirement 非機能要件 

NIIS Institut nordique pour les 

solutions d’interopérabilité 

Nordic Institute for 

Interoperability Solutions 

X-Road 運営団体 

OECD Organisation de 

coopération et de 

développement 

économiques 

Organisation de coopération 

et de développement 

économiques 

経済協力開発機構 

PMU  
Unité de mise en œuvre du 

projet 

Project Management Unit  プロジェクトマネジメント

ユニット  

PKI Infrastructure à clé 

publique 

Public Key Infrastructure 公開鍵基盤 

PoC Preuve de concept Proof of concept 概念実証 



   

 

   

 

略語名 正式名称（仏文） 正式名称（英文） 正式名称（和文） 

RNU  
Registre National Unique Single National Registry 貧困・脆弱世帯国家単一登

録台帳  

SEN-

CSU 

Agence sénégalaise pour 

la Couverture sanitaire 

universelle 

Senegalese Agency for 

Universal Health Coverage 

セネガル国民皆保険庁 

SENUM 

SA.  

Sénégal Numérique SA Senegal Digital SA セネガルデジタル公社  

SIGICM

U  

Système d'Information de 

Gestion Intégré de la 

Couverture Maladie 

Universelle 

Integrated Management 

System for Universal Health 

Coverage 

医療保障情報統合管理シス

テム  

SLA 
Accord de niveau de 

service  

Service Level Agreement サービス水準合意 

TSA Autorité d’Horodatage Time Stamping Authority タイムスタンプ局 

TSP 
Prestataire de services de 

confiance 

Trust Service Provider トラストサービスプロバイ

ダー 

UI  Interface Utilisateur User Interface ユーザーインターフェース 

UX Expérience Utilisateur User Experience ユーザーエクスペリエンス 

VPN 
Réseau Privé Virtue Virtual Private Network 仮想プライベートネットワ

ーク 

WB Banque mondiale World Banck 世界銀行 

WG Group de travail Working Group ワーキンググループ 
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1 プロジェクトの背景及び概要 

1－1. プロジェクトの背景 

セネガルは新政権発足後の 2025 年に新に策定された長期開発戦略である「Sénégal 2050: セネガル

2050」において、これまでの海外依存・経済の低効率性から脱却し、2050 年までの中所得国入りを

目指している。その実現のため、「グッドガバナンスとアフリカへのコミットメント」「人的資本と

社会的平等」「持続可能な開発」「競争力のある経済」の 4つの軸を柱に据えた戦略を実施中である

ものの、行政の透明性の低下、サービスに対する地域、ジェンダー、年齢、障害の有無による格差

が依然として課題となっている。 

これらの課題を横断的に解決する手段の一つとして行政のデジタル化および情報システムの相互運

用性に大きな期待が寄せられている。2025 年に発表された「New Deal Technology：ニューディー

ルテクノロジー」では、セネガル 2050 の「グッドガバナンスとアフリカへのコミットメント」に貢

献するものとして公共サービスのデジタル化が 4つの軸の一つとして掲げられており、公共デジタ

ルインフラである行政サービスの相互接続性と運用性等を推進することで行政手続きの簡素化、透

明性の向上が期待されるとしている。セネガルにおいては EU の取り組みにより住民登録情報のデジ

タル化が、DAF の取り組みにより 2016 年より旧来の国民 IDカードの生体認証付きの IC スマートカ

ードへの置き換え等行のデジタル化が進みつつあるものの、組織間データの相互連携は限定的で公

共サービスのデジタル化の更なる取り組みとして、行政サービスの相互接続性および相互運用可能

性が強く望まれている。 

このような状況下、JICA は「アフリカ地域におけるデジタル技術を活用した国民 ID システム導入

推進にかかる情報収集・確認調査」（以下、「先行調査」）を通じて、将来的に国民 IDを接続するこ

とによる市民・民間向けサービスへの利活用を見込んだデータ交換基盤の構築の支援可能性をセネ

ガル政府と協議してきた。その上で、導入実績・導入負荷・拡張性・セキュリティ・本事業との類

似性・日本の知見活用等の点から総合的に評価を実施し、セネガルにおいては X-Road の導入が最適

であるという結論に至った。 

また、セネガル政府より、以下の支援が要請された。 

⚫ データ交換基盤の整備に必要な体制構築及びロードマップの作成 

⚫ 特定の領域でのパイロット版データ交換基盤を構築 

⚫ 本格的なデータ交換基盤の導入を促進することで政府省庁が有する情報システムの相互運用性

の強化 

本事業は、本格的なデータ交換基盤の導入に向けた中・長期的な方針を組織体制・ユースケースの

優先順位付け・出口戦略・法整備の観点からロードマップとして整理し、ニーズが確認された社会



   

 

   

 

保障・財務領域でのパイロット版のデータ交換基盤構築を通じて最終的にはセネガル政府側の政策

アクションを明確にすることに寄与するものである。 

1－2. プロジェクトの概要 

本プロジェクトの概要は表 1－1の通り。 

表 1－1 相互運用可能な省庁間データ交換基盤導入プロジェクトの概要 

プロジェク

ト名 

相互運用可能な省庁間データ交換基盤導入プロジェクト 

上位目標 国家情報システムの相互運用性が強化される 

プロジェク

ト目標 

省庁間および相互運用可能なデータ交換基盤が導入され 

成果 1. データ交換基盤の効果的な構築に必要な体制が組織される 

2. データ交換基盤を拡張するためのロードマップが策定される 

3. パイロット版のデータ交換基盤が構築される 

活動 【第１期契約】 

成果１に関わる活動 

1-1：データ交換基盤の効果的な開発に必要な組織構造の策定をサポートし、

各ユニット（運営委員会、技術委員会、プロジェクトマネジメントユニット

（PMU）、特定のテーマや機能に基づくワーキンググループ等）の任務を定義

する。 

1-2：データ交換プラットフォームの構築を促進するためにドナーの活動を調

整する。 

1-3：プロジェクト実施のための全体工程計画と四半期計画を作成する。 

1-4：セネガル全土への展開を見据えた、データ交換基盤を開発・推進するた

めの効果 

的な組織構造を検討し、役割と権限を明確にする。 

1-5：データ交換基盤への関係機関に対して研修を実施する。 

成果２に関わる活動 

2-1：データ交換基盤を開発・運用するために必要な法律や規制等を特定す

る。 

2-2：データ交換基盤に接続するための優先的な国家システムと技術インフ

ラ、及びサービス提供を改善するための性能目標を特定する。 

2-3：データ交換基盤を全国的な単一基盤として発展・拡大させるために、財

源の確保も含めた中長期的なロードマップとマイルストーンを策定する。 

2-4：データ交換基盤のアーキテクチャを策定する。 

成果３に関わる活動 



   

 

   

 

3-1：パイロットで開発するデータ交換基盤のシステム要件を定義する。 

【第 2期契約】 

成果１に関わる活動 

1-2：データ交換プラットフォームの構築を促進するためにドナーの活動を調

整する。 

1-5：データ交換基盤への関係機関に対して研修を実施する。 

成果３に関わる活動 

3-2：パイロットで開発するデータ交換基盤の導入計画を立てる。 

3-3：パイロットで開発するデータ交換基盤の設計、実装、テストを行う。 

3-4：受入テストと運用テストの支援を行う。 

3-5：データ交換基盤を維持・運用するためのマニュアルやガイドラインを作

成する。 

3-6：データ交換基盤を効果的に運用するために、オペレータやユーザに対し

てトレーニングを実施する。 

3-7 ：ユースケースを基に、ジェンダーと貧困の観点から施策を検討する。 

3-8 ：データ交換基盤の教訓をまとめる。 

3-9 ：教訓や提言をロードマップや法律等への反映を支援する。 

なお、本事業のカウンターパート機関はコミュニケーション・電気通信・デジタル省（以降

「MCTN」）およびセネガルデジタル公社（以降「SENUM」）である。 

2 章で詳述するが、「活動 1－1.」にあたる本事業の組織体制はセネガル政府側と協議の上、下図 1

－1の通りとした。 

  



   

 

   

 

図 1－1 本事業の組織体制図 

 

 

本事業では組織体制図を 3つの会議体に分け、それぞれに対する権限や役割付けを行った。各会議

体は連携しロードマップおよびシステムの要件定義に必要な議論を行い、方針の決定を行った。加

えて、各会議体に対し弊社側から提言・助言を行う目的で人員配置を行い、各会議体に伴走しつつ

協議を行った。なお、各組織体については以下の通り 

⚫ JCC（Joint Coordination Committee、以下 COCOOR と呼ぶ）、COCOOR は上流の政策や法整備の

決定や承認を行う組織体として定義した 

⚫ PMU(Project Management Unit、以下 COPROJ と呼ぶ)、各 WG で協議した事項への決定を行う会

議体として定義した 

⚫ 各 WGをロードマップおよびシステム要件定義に関連する議題を協議する会議体として定義し

た  

本事業は、2024 年 9 月から 2027 年 9 月までの 3年間の事業である。最初の 2024 年 9月から 2025

年 10 月をフェーズ 1、2025 年 10 月から 2027 年 9月をフェーズ 2としている。各フェーズの目的お

よび活動内容は下記表 1‐2通り。 

  



   

 

   

 

表 1－2本事業のフェーズごとの概要 

フェーズ 主な活動 

フェーズ１ 

（2024 年 9 月から

2025 年 10 月） 

目的：ロードマップ策定とフェーズ 2で開発するシステムの要件定義 

主な活動： 

⚫ パイロットで開発するデータ交換基盤にかかるユースケースの特

定 

⚫ 将来的なユースケースの選定 

⚫ 将来的な組織体制の策定 

⚫ データ交換基盤導入にあたっての法整備の検討 

⚫ 中長期的なロードマップの策定 

⚫ 要件定義 

フェーズ 2 

（2025 年 10 月か

ら 2027 年 9 月） 

目的：パイロット版データ交換基盤の開発とパイロットで開発するデー

タ交換基盤の教訓や提言の取りまとめ 

主な活動： 

⚫ 関係機関に対する能力強化研修の実施 

⚫ パイロット版データ交換基盤の設計・実装テスト1 

⚫ マニュアルやガイドラインの策定 

⚫ パイロット版データ交換基盤の教訓や提言の取りまとめとロード

マップへの反映 

 

2025 年 4月に COPROJ より 2025 年 12 月までにデータ交換基盤の最小限の実用的製品（以降 MVP と

呼ぶ）1.0 の納品を求められた。 

2 活動進捗 

2－1.活動の全体概要 

本事業はロードマップおよびシステムの要件定義を事業当初は 4つの WGで協議予定であったため、

全体の業務計画は図 2－1のとおり 4項目に分けて記載している。事業開始後、関係機関との協議の

結果「1－2」に記載の通り、 戦略、組織・人材は機能・戦略 WGとして統合されたため、3つの WG

によって事業の管理がされている。そのため、本報告書では便宜上 3つの成果ごとに活動の進捗報

告を記載する。なお、第一期の活動計画は図 2－2の通り。 

 

1 現地再委託契約先が実施 



   

 

   

 

図 2－1 全体活動計画 

 

 

図 2－2 フェーズ１活動計画 

 

2-2 事業全体に関連する活動 

2-2-1 COCOOR の開催 

9 月 16 日に第一回 COCOOR（JCC）を実施した。セネガル側、日本側合わせて約 35名の出席者の中、



   

 

   

 

ロードマップ第一版およびシステム要件定義書が正式に承認された。開催結果は以下の通り。 

 日付 参加者 議題 成果 

第一回 COCOOR

（JCC） 

2025 年 9月

16 日 

計約 35 名 

セネガル側： 

MCTN：事務次官、デリバ

リーユニット長およびメ

ン 

バー 

SENUM：事務局長、PMU リ

ーダー等 

その他関連機関：SEN-

CSU、 

ANEC,DGPSN,DSSI（大統領

府情報システム 

局）、Primature（首相

府）、ANSD、税関等の 

代表者 

日本国側： 

JICA 本部、JICA セネガル

事務所次長、JICA 専門家

チーム 

⚫ プロジェク

ト概要 

⚫ MVP1.0 概要 

⚫ システム要

件定義書概

要 

⚫ 第 1版ロー

ドマップ概

要 

⚫ 質疑応答 

2 つの第一期成果

品の合意 

➢ システム要

件定義書 

➢ 第 1版ロー

ドマップ 

 

2－2－2.広報 

2025 年 4月 22 日、23 日に本事業および各 WG のキックオフをセネガルで実施した。4月 22 日の本

事業キックオフにおいてはセネガル側のカウンターパートである MCTN から内閣官房長官が出席し

た。本会合実施に向け、本事業のかけものを作成したことで参加者に本事業の目的、活動内容を周

知させることができた。なお、本会合の様子はセネガルの国営のメディア機関である RTS2で同日に

テレビ放映された。 

2－2－4.PMO 

本事業は第二期の 2025 年 10 月から 2026 年 12 月にかけては現地再委託契約先がシステム開発を担

う間、弊社は伴走する形で PMO の支援体制を実施予定である。そのため、第一期の段階からシステ

 

2 https://www.rts.sn/dernierevideo/jt-20h-du-mardi-22-avr-2025 

https://www.rts.sn/dernierevideo/jt-20h-du-mardi-22-avr-2025


   

 

   

 

ムに限らず、本事業全体のマネジメントを見通し、各機関間の調整やタスク管理を円滑に行える

PMO 体制を構築しておくことが不可欠である。この背景から、第一期より会議体全体を対象とした

PMO ツールを導入し、第二期のシステム開発 PMO へスムーズに接続できる体制を整備した。具体的

には、2025 年 5 月から JIRA の使用を開始し、その後 SENUM 側自機関で使用している Microsoft 

Project への移行要請を受け、2025 年 7 月から 8月にかけて段階的に移行を実施した。 

2-3. 各成果に関連する活動の進捗状況 

2-3-1. 成果 1に関連する活動 

2-3-1-1.活動 1-1 に関連する活動進捗 

「1－2－2.実施体制」で前述した通り、本事業では COCOOR,COPROJ、WG の３つの会議体で事業を実

施することとなり、2024 年 12 月から COPROJ のコアメンバーとなる MCTN および SENUM のメンバー

との週次会合を開始した。その会合の中で各会議体の目的、活動内容、開催頻度、参会者、必要な

人材等を協議の上図 2‐3、2‐4の通り定義した。 

図 2－3 本事業の PoC 組織体制の各会議体の目的、活動内容、開催頻度、役職者 

  

  



   

 

   

 

図 2－4 本事業の PoC 組織体制の各会議体の必要な人材、獲得方針 

  

2025 年 2月から 4月にかけて各会議体の位置づけ、PMU および各 WGのリーダー等のメンバーを正式

に決定し、2025 年 4 月に各 WGを正式にローンチした。なお、各 WG の第一期の主な目的・協議事項

は下図 2‐5の通り。 

 

図 2‐5 フェーズ１における各 WG が目指すゴール 

 

                      
   

   

   

  

        
          
      

        
              

       

 
 
 
 

 
 

               
             
             

          
       

 
 
 
 

 
 

               
          
        

       

 
 
 
 

 
 

          

       
      

                
                    
      

               
              
                   

                
                    
       

    
                    
              

                    
                 
 

     
  

                  
                 

                  
              

     
                
    

                 
                 
 



   

 

   

 

2-3-1-2. 活動 1-2.に関連する活動進捗 

本事業と関連が深い他ドナーのプロジェクトについて聞き取りを実施し、政府主体のイニシアティ

ブについては以下の一機関について確認した。 

1. セネガル国民皆保険庁（以降 SEN-CSU と呼ぶ）：SEN－CSU が使用している SIGICMU は 6つのモ

ジュールから構成されており、Data Warehouse を通じて各モジュールは API 接続されている

が、現在、横断して情報を一元管理する共通データ基盤である EDIRAM の開発が進められてい

る。2025 年 4月時点では開発をほぼ終えているとのことであったが、法整備の部分で承認が下

りていないとのことで、EDIRAM の運用開始時期は現在のところ不明となっている。 

また、ドナーのイニシアティブについては以下の 3つのプロジェクトについて確認した 

1. RNU2.0：世界銀行（以降 WB と呼ぶ）がドナーで、Expertise France（以降 EF と呼ぶ）が実施

機関。DGPSN が現在運用しているシステム RNU1.0 を相互運用可能な仕様にアップデートするも

の。要件定義は既に終え、現在開発ベンダーの調達を実施している。 

2. Digital Economy Acceleration Project（PAENS：WB がドナーで、セネガルにおける相互運用

可能なデータ交換基盤の導入及び同基板の導入を可能にするための政府のエンタープライズア

ーキテクチャの作成、セネガルサービスと呼ばれる市民向けのワンストップポータルの拡張可

能性および法整備の調査を実施するもの。本格的な案件の開始には至っておらず、事前調査段

階とのことだが、本事業の出口戦略の選択肢として PAENS によるパイロット版 X-Road の拡張

考えられることと、本事業と法整備部分の論点が重複しないよう留意が必要であることから、

今後も WBとの連携が必要である。 

3. Goin’ Digital：WB がドナーで GIZ および EF が実施機関。とりわけ本事業と関連が深い GIZ

が実施するコンポーネントについて、セネガルで新たに策定されたデジタル分野の中期セクタ

ー戦略である「Technological New Deal」の戦略的実施につき、現地主体である MCTN の能力

強化を実施しているとのことであった。また、MCTN によって優先度が高いと特定された以下の

3 つの機関のデータを X-Road に基づく間でデータ交換基盤連携を通じて連携させる予定とのこ

とである。なお、API の成熟度に応じで 2期に分けて展開予定であり、API が成熟しているシ

ステムについては第一期として 2025 年 9 月以降、それ以外のシステムについては第二期で実

施予定であり、3パイロット地域で展開を予定しているとのことである。 

• 法務省の犯罪経歴 

• 国家統計・人口庁（以降 ANSD）の e-NINEA の事業登録データ 

• 公務員省（以降 MFP と呼ぶ）の公務員でないことを証明するデータ 

いずれのイニシアティブについても PoC ユースケースや法整備の点で本事業と関連するため、今後



   

 

   

 

も引き続き聞き取りを実施の上連携可能性や棲み分けの方針を協議していく予定である。 

2-3-1-3.活動 1-3.に関連する活動進捗 

 業務計画書およびワークプランの作成については、2024 年 10 月に JICA に最終版を提出し、承認

を得た。 

また、四半期スケジュールについては本事業が本格的に現地での活動を開始した 2024 年 12 月から

2025 年 8月にかけて計 3四半期分を別添 1から 3の通り作成の上、JICA 本部との定例会時に提出し

た 

2-3-1-4.活動 1-4.に関連する活動進捗  

将来的な組織体制については、セネガル政府が将来的にデータ交換基盤の導入を対政府、対市民、

対民間のどこまでを目指しているかが関連してくるため、まずは PMU においてセネガル政府側の方

向性の確認を行った。対政府から開始し、対民間へサービスを拡張し、最終的には対市民へのサー

ビス展開を考えている旨確認が取れたため、将来的な組織体制としては拡張の各段階に必要なＷＧ

を追加し、対民間に対応可能な図 2－6の通りの組織体制を構築し、各 WGの役割運営方針やガバナ

ンスなどの定義を行った。 

なお、本活動項目は第二期のシステム開発からの教訓をもとに再度見直しを実施予定である。 

図 2－6 将来的な組織体制図 

 

         

          

               
                               

   
                    

     
         

   

           
   

     
          

      

                   

               
        

   

          

      

            

        

    

           
         
           

      

            
       
      

        

     

                         

        
 



   

 

   

 

2-3-1-5.活動 1-5.に関連する活動進捗  

本事業は「データ交換基盤導入の推進」という戦略の観点および「データ交換基盤の効率的な実装

」というテクノロジーの観点の両輪で関連機関の能力強化を実施するものである。そのため、「デー

タ交換基盤導入の推進」という観点では主に PoＣで実施するユースケース・ロードマップの詳細化

や最終化、ロードマップに記載するマイルストンを具体的なアクションプランに落とし込むという

ことに主眼を置いた研修計画を策定した。また、「データ交換基盤の効率的な実装」という観点では

第二期のシステム開発時期に弊社側は現地開発ベンダーのシステム開発に対する PMO を側面支援す

るという位置づけのため、現地開発ベンダーも参加する効果的な PMO 体制の構築をワークショップ

として設定した。加えて、PoC で開発する X-Road の利用者向けの使用方法に係る研修、管理者向け

の保守・運用に関する研修を PoC ユースケースの分野ごとに二回ずつ設定し、安定的な運用を目指

す。研修概要の最終版は下図 2－7に示す通りである。 

 

図 2－7 本事業の研修概要

 

第一期には 2回のワークショップを実施した。それぞれの研修の実績は表 2－1に示す通りである。 

  

                  
                

  
  
  
  

                                               

          
            
   

           
        

           
           
        

           
  

             
       

           
           

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                
         
         

  

         
  

           
     

            
       
               
             
        
             

        
                              
          
                            

 
                         
                         

        
             

       
             

           
    

        
           

           
       

            
            
            
          

             
      
              
             
           

   

             
     

             
         

        
             

           
             
    

            
            
            
    

          

    



   

 

   

 

表 2－1 フェーズ 1の研修実績 

No. 日程 研修目的・概要 参加者 

1 2025 年 4月 22 日 目的：PoC で実施するユースケースの

詳細化 

概要：関連機関を集め、セネガル側の

ニーズに即したユースケース案の意見

交換を行った 

MCTNX4 名、SENUM3

名、社会保障関連機

関 11名、財務関連機

関 7名、その他機関

25 名の計 50 名 

2 2025 年 9月 12 日 目的：ロードマップの重要な論点につ

いての協議・方向性最終化  

概要：PMU メンバーとロードマップの

中の将来的なデータ交換基盤の拡張方

向性や出口戦略など重要論点の協議・

方向性最終化を実施するとともに第二

期のマイルストン、ゴール感を確認し

た 

MCTN 約 2名、SENUM 

 4 名の計 6名 

 

 

2-3-2. 成果 2に関連する活動 

2-3-2-1: 活動 2-1.に関連する活動進捗 

データ交換プラットフォームの開発と運用に必要な法的および規制上の基盤を特定した。 

データ交換基盤を導入するにあたりよく上がる論点を中心にセネガルにおいて検討すべき法的重要

論点一覧を法整備 WG にて下図 2－9の通りまとめた。 

  



   

 

   

 

図 2－9 法的重要論点一覧 

 

施行までのリードタイムが異なるため、中・長期的な法整備の必要性を議論するにあたっては、法

律・政令・ガイドラインのどのレベルで法または法令改訂を検討していくかが重要である。法整備

WG で議論を実施し、デー交換基盤は複数省庁を対象としたものであることに加え、施行までのリー

ドタイムが法改正よりも短時間で済む「政令」のレベルで改正を行っていく方針となった。 

各論点について、関連する法整備が進んでいる EU、エストニア、シンガポール等と現行のセネガル

の法規制を比較し、セネガルの現行法に不足しているため追加すべき観点を弊社側で明確にし、法

整備 WG において 2025 年 4 月から 8月にかけて協議した。その上で今後の対応方針を以下の表 2－

11 の通りとした。なお、セネガルでは現在個人情報保護の分野で法改正が進んでおり、現在議会承

認を待っている段階とのことである。法改正にも関わった CDP を法整備 WGのメンバーとして追加す

ることで新法とのベンチマーキングを試み、基本的にデータ交換基盤の導入にかかる論点は現行法

および新法で網羅されるものの、X-Road 固有のオペレーターや認証機能の設置根拠等については今

後法令の整備を行っていく必要がある旨整理した。なお、データ交換基盤の導入にかかる論点は下

図 2‐10 の通り協議を実施した。 

 

  



   

 

   

 

図 2－10 今後の法整備の検討方針
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2-3-2-2: 活動 2-2.に関連する活動進捗 

データ交換基盤接続のための優先的な国家システムと技術インフラストラクチャ、およびサービス

の提供を改善するための性能目標を特定した。 

ユースケースについては要件定義を実施する PoC ユースケースと将来的な拡張のフェーズで実施を

検討するユースケースを下記の通り二点に分けて記載することとする。 

PoC ユースケースとしては、詳細計画策定段階より、セネガル政府側で高いニーズが確認されたこ

と、過去及び現在実施中の JICA 事業との親和性が高いことから、社会保障領域での実施は必要最低

限の要件として位置づけられていた。一方、セネガル政府側からは財務分野における高いニーズが

示されたため、PMU および戦略 WGとユースケースの詳細化を行った。最終的な社会保障と財務分野

のユースケース概要は下図 2－11、2－12 の通り。 

 

 

 

 

 

                                                     
    

               

                                                           
                                                        
                                                      

       

                                 

  
                        

       

            
                                                            
                                       
                                                          
           

    

      
                           

           

            
                     
                                             
                                 

  
                 
                 

   



   

 

   

 

図 2－11 社会保障ユースケース概要 

図 2－12 財務ユースケース概要 

 

 

  

          
                   

       

    
                                  

                                
                                  

                                
    
                                   
                          

                                

    
              
         
                

        
     

     

       
                    

      

       

                              

        
     

     

            
      

       

      
    

      
    

         

      

        

  

        

       

    
                            
             

                            
              

    
                          
                             
                  

      
                          
                           
      

                              
     

            
        

   

         
          

  

    

         
      

        

            
              

         

   

       
        

          

    

                       

    
   

            

                   



   

 

   

 

将来的なユースケースとしては、以下の図 2－13 の通りのフレームワークおよび図 2－14の通り 7

月 11 日に JICA に提出した。将来的なユースケースとしては行政デジタル化、電子決済・商取引、

デジタル ID、医療 DX、ファイナンス DX、商業 DXを扱うこととし、PMU および戦略 WG と協議を行い

ユースケース概要の作成を実施した。 

図 2－13 将来的なユースケースの絞り込みアプローチ

 

  

                 

        
         

           
       

                  
              

   
              

             
     

               
           
  

                
             
   

           
        
          
                
            
              

       

         
         
           
                    
  

        
               
                
                     
 

       

      
   

         
       
       

         
       
  

          
   

      
   
   

     

                                    

            
            
            

   



   

 

   

 

図 2－14 将来的なユースケースの優先順位付け結果

 

2-3-2-3: 活動 2-3.に関連する活動進捗 

ロードマップの作成については JICA と協議を重ね、最終的には図 2－15 の通りの目次項目で作成を

行い、PMU で全体を、各 WG で関連する部分を確認の上最終化した。その後 9月 16 日に開催された

COCOOR で正式に承認を受け、第一期版のロードマップを 9月に JICA に提出した。なお、第二期の

2026 年 1月以降、第二期に開発する PoC のデータ交換基盤の開発をもとにした教訓を反映させたロ

ードマップを事業終了時に作成予定。 

  

                                                    
                                                     

                    

    

   

           

      

      

    

    

      

  
     

     
   

      
  

             

                                
       

                               

          

                                 
       

        

                     
   

                              
       

             
             

             

             

             

             

                                    

                                

          

           

         

                              
       

          
       

                    
      
                       

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

    

        

          
       

      



   

 

   

 

図 2-15 ロードマップ目次

 

2-3-2-4: 活動 2-4.に関連する活動進捗 

データ交換基盤のアーキテクチャについてはフェーズ1で特定されたMVP1.0のユースケースにつき、

下図 2‐16の通り策定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

  

              

    

                       

    

      

         

      

    

      

               

             

                

                          

      

      

                         

        

       

           

        

                 

                 

            

            

        

           

           

                     

                     

       

  
          

           

        

           

              
         

          

        

        

              

              

              

              



   

 

   

 

図 2‐16 MVP1.0 のアーキテクチャ図

 

2-3-3. 成果 3に関連する活動 

データ交換基盤のシステム要件定義書は、 X-Road のベストプラクティスと技術ガイドライン 他国

における X-Road の導入事例から得られた推奨事項と教訓、 相互運用性、セキュリティ、および拡

張性を確保するための関連国際標準などの主要な要素を組み合わせて策定された。 

データ交換基盤の機能要件では認証、ロールベースアクセス制御、API 管理、同意管理が定義され

ている。要件は、MCTN/SENUM で合意された実装アプローチに基づいて定義されている。  

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

   

 

図 2-17 SENUM による推奨導入図

 

非機能要件については、システムの信頼性、拡張性、セキュリティを確保するために不可欠な主要

領域が網羅されたデータ交換基盤の非機能要件（NFR）が定義された。NFR は、可用性、拡張性、災

害復旧、SLA、セキュリティ、VPN、インシデント管理について詳細に定義されている。すべての非

機能要件は技術 WGによってレビューされ、当該リーダーのフィードバックが反映されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

        

              

                

     

                                   

                   

            
            

                               
                                      
           

        
 

         
     

     

     

        

         

      
      

      

       



   

 

   

 

図 2-18 非機能要件の決定アプローチ 

 

技術およびアプリケーションのアーキテクチャモデルの開発については下記の通り定義した。 

技術アーキテクチャ: ネットワークトポロジ、セキュリティ、X-Road ミドルウェアとの統合メカニ

ズムを含む X-Road コア 

アプリケーションアーキテクチャ：ビジネスプロセスとユーザーをサポートするためのアプリケー

ションシステムの設計とインタラクション 

また、公開鍵基盤（以下 PKI と呼ぶ）について、X-Road プラットフォームの安全な運用を可能にす

るために、認証局（CA）およびタイムスタンプ局（TSA）のコンプライアンス基準を含む、トラスト

サービスプロバイダー（TSP）の技術要件を定義した。さらに、安全な認証、デジタル署名、および

交換されるデータの整合性を確保するためのトラストサービスを確立するための推奨事項が策定さ

れた。 

この取り組みの一環として、セネガルにおける既存の PKI プロジェクトについて、X-Road の要件と

の適合性と整合性の評価が行われている。PKI プロジェクトディレクターと協議の上、詳細なレビ

ューを行った上で、最終的な推奨事項を反映させる予定である。 

UI/UX ワイヤーフレーム開発についてはセントラルサーバー管理者・セキュリティサーバー管理者

のユーザーインターフェース上で利用できる機能やページの一覧、システムのユーザーとシステム

機能関係図、ユースケース、画面フローの設計を定義した。  

           
                                                                  
            

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

          

              
               

                
             
  

                 
             
        

                
              
          

             

                 
          

                
             

                 
             

                
          

                
                   
    

                 
                
   

    

                   
                      
      

                 
                
      

             
                     
       

                
           

                 
 

                  
        

               
    

           

                 
                
               
                
      

     



   

 

   

 

PMU チーム内での議論に基づき、開発工数を削減し、既存のプラットフォーム設計標準との整合性

を確保するため、標準の X-Road UI/UX インターフェースを採用することが推奨された。 

また、技術要件については X-Road ベースの相互運用可能な基盤の主要なコンポーネントを定義し

た。この要件は、X-Road の標準およびプロトコルに準拠しており、セキュリティサーバーと中央サ

ーバーの推奨導入モデル、ハードウェアおよびソフトウェア仕様、中央サーバーとセキュリティサ

ーバーのネットワーク構成を網羅している。 

また、データ要件については X-Road による接続のために必要な各対象機関内のデータベースに関

し、運用ニーズとの整合性とシームレスなシステム統合を確保するために管理するデータスキーマ

とデータの種類を定義した。 

なお、MVP1.0 の開発を担う現地ベンダー調達については下図 2‐18 のプロセスに沿ってベンダーの

調達を行った。 

図 2-18 現地ベンダー調達スケジュール 

 

X-Road の技術要件を定義するにあたり、下記の 2機関と協議を実施した。 

⚫ カンボジアにおける X-Road 実施機関であるテチョ・スタートアップ・センターのデリバリ

ー・リードのメントン・ソン氏と議論を行い、カンボジアにおける X-Road 導入の道のりにつ

いての主要な学び、課題、現状、運用モデルなどの知見を深めた。この意見交換は、セネガル

の導入戦略の精緻化と、現地の状況に適応可能なベストプラクティスの特定に貴重な情報をも



   

 

   

 

たらした。 

⚫ NIIS の最高技術責任者である Petteri Kivimäki 氏と連携し、ベストプラクティスを理解し、

実装のさまざまな側面に関する技術指導を受けた。 X-Road Slack コミュニティを通じて、

NIIS のソフトウェアエンジニアリングマネージャーである Raido Kaju 氏とアドホックに連携

し、技術情報に関する専門家の指導を受けた。 

  



   

 

   

 

３．得られた教訓 

3－1. プロジェクト実施に関しての示唆 

3-1-1. PMO の管理方法 

PMU や各 WG との協議が本格化する中で、フォローアップすべきタスクの数が増加したことに加え、

各 PMU メンバー全員が毎週の定例会に参加できない状況が生じ、誰が各タスクの管理を担っている

かが不明瞭となった。その結果 PMU メンバーのタスクの進捗管理が困難となり、タスク管理手法の

見直しが必要となった。 

この課題に対応するため、二段階でのタスク管理を導入した。第一に、プロジェクトの主要なマイ

ルストンについては PMO マネジメントツールである Microsoft Project を活用した。第二に、より

マクロなタスク管理については共同で編集可能な Excel を用いることで、セネガル側・プロジェク

ト側の双方の進捗を把握できる仕組みを整備した。また、PMU のコアメンバーと毎週定例会を実施

し、両者のタスク進捗を定期的に確認することで、PMU および各 WGとのタスク管理を体系的に行え

るよう整備した。 

その結果、タスクの依存関係、担当者、期限が明確化され、PMU メンバー内の業務分掌が整理され

るとともに、弊社側において円滑なタスクのフォローアップが可能となった。 

この教訓は、第二期で予定されている現地ベンダーによるシステム開発における PMO にも有用であ

ると考えている。そのため、本事業終了後も継続して運用できる仕組みとして定着させていく予定

である。 

3-1-2. デジタル分野におけるドナーコーディネーション会合の開始 

「2-3-3.活動 1-1-2.に関連する活動進捗」で既に詳述した通り、本事業で作成するロードマップに

おける出口戦略を作成する上で、他のドナーと今後も緊密な連携を図っていくことが求められてい

る。これまでは定期的に各ステークホルダーが情報を交換・協議するための会議体が存在していな

かったため、各ドナーとの個別面談を実施する中で、本事業がイニシアティブを取って定期的なド

ナーコーディネーション会合を調整し、定例化した。現在のところ一月に一回の開催頻度で実施し

ており、JICA、弊社、世界銀行、GIZ、EF で構成されている。 

本会合を立ち上げたことにより、デジタル分野における各ドナーの活動やその進捗状況について定

期的に情報交換が行えるようになり、デジタル分野全体の動きを俯瞰的に把握できるようになっ

た。これに加え、参加各ドナーが自らのプロジェクトの詳細や重点課題を発表する仕組みを整えた

ことで、出口戦略を策定するにあたり、各ドナーの現行のプロジェクトとの関連性や関心分野を踏

まえた協働の可能性を具体的に検討できるようになった。 



   

 

   

 

本ドナーコーディネーション会合は、将来的には MCTN を議長とし、セネガル政府側のデジタル化戦

略の実施主体である MCTN がリードを取って実施し、中・長期的な戦略視点で必要な体制やリソース

を見極めることで、国家としてのデジタル戦略の具体化・実現に貢献していくことを目指していく

べきと考える。そのため、第二期では本会合を制度的に位置付けるとともに、各ドナーとの対話と

弊社が作成するロードマップの出口戦略をもとに各ドナーとの役割分担や協調を具現化し、計画に

落とし込んでいくことが期待される。 

3-2. セネガル国内展開への示唆 

3-2-1.オペレーションの観点（運用・体制面） 

3-2-1-1. X-Road の導入・運用における将来的な組織体制とメンバーシップ制度の導入・制定 

セネガル側でユースケースを X-Road で段階的に導入するにあたり、将来的な運営組織となる MCTN

のデリバリーユニットの、現時点での組織構成やキャパシティを鑑みると、小規模な組織体制でも

実施可能な設計にする必要があった。カンボジアのような既存導入国の事例からも、リソース制約

がある中で運用可能であることが確認されており、セネガルの実態に即して戦略立案から運用保守

に至るまでの全体業務を最小限のメンバーで担っていくということが現実的である。その上で、段

階的にユースケースを追加しつつ GtoC や GtoB までの拡張を含めて、必要に応じて体制を拡張して

いく「スケーラブルな展開モデル」が効果的かつ持続可能な運用モデルを実現できるのではないか

と思慮する。 

加えて、最低限のメンバーで将来的な組織運用するにあたり、運用範囲を GtoB へと拡張していく際

には、他国で採用されているような「メンバーシップ制度（接続認可・認証を含む仕組み）」を設

計・導入する必要がある。この制度により、今後オンボーディングする多様な組織（政府機関、地

方自治体、公共事業者、民間事業者等）との間で、責任分界・情報セキュリティ・技術仕様の遵守

などを明確化することが可能となる。これは、中長期的な視点でのガバナンス強化に資するもので

あり、国家レベルでの信頼性の高いデジタル基盤運営において重要な役割を果たすと考える。 

3-2-1-2.継続的な技術人材の育成  

セキュリティ・インフラ等を担う国内技術人材の強化は、X-Road の持続的かつ安定的な運用および

将来的な拡張に向けた重要な基盤であり、セネガル政府の中期セクター目標である Technological 

New Deal でも優先プログラムの一つとして位置づけられている。技術的な人材育成にあたっては、

継続的に新しい時代の潮流に合わせた技術習得が必要とされ、本事業における一時的な研修の提供

のみでは不十分であると思慮する。今後の人材育成にあたっては、X-Road® Academy を用い、各役

割に特化した理解の深度を高めるとともに、国際的な X-Road コミュニティへの参加を通じて課題解

決とノウハウ共有をリアルタイムで得られるような状態を作っておくこと、加えて長期的には NIIS

にコアな技術人材を育成目的で送ることで、将来的にセネガル国内の講師を育成し、持続可能な X-

https://x-road.thinkific.com/?utm_source=chatgpt.com


   

 

   

 

Road の維持・運営が可能になるような人材育成体制を計画することが重要である。また、必要な財

務的、制度的措置も並行して検討、実施する必要がある。 

3-2-2.法的観点 

先行事例として参照可能なものは主に GDPR や OECD 原則といった欧州の法令・ガイドラインであ

り、セネガルを含む多くの途上国ではデータガバナンスに関する法的枠組みがまだ未成熟であるた

め、左記のような国際標準に整合する形で制度設計を実施していくことが求められる。一方で将来

的に GtoC や GtoB、他国展開を図っていくというセネガル政府側の意向を踏まえると中長期的な視

野で段階的に法令制度を整備する必要がある。その際、各段階において国際的な法基準との整合性

を確認しながら、データ主体の権利、責任主体の明確化、越境データ移転など広範におよぶ論点を

セネガルの社会的・制度的コンテクストに適合した形で法令制度設計・改訂を行っていくことが不

可欠である。 

3-2-3. 技術的観点 

セネガルにおいては、社会保障や財務セクターを含めデータ連携・交換基盤に対するニーズは高

く、他ドナーやセネガル政府が実施するプロジェクトも進行中である。しかしながら、データのデ

ジタル化やデータベースの成熟度には分野ごとのばらつきが見られるため、一度に包括的な導入を

進めることは困難である。その点、X-Road は中央集権型の設計ではなく分散型アーキテクチャを採

用しているため、比較的データ基盤が整っている領域からスモールスケールで導入を開始すること

が可能であり、政府予算が限られドナー資金に依存せざるを得ないセネガルにとって、段階的に拡

張できる点は大きなメリットとなる。一方で、スモールスケールで開始する場合にはアジャイル型

の開発アプローチを取らざるを得ず、計画した将来的なユースケースの拡大構想図から乖離した

り、成果の実現に時間を要したりする可能性が高い。そのため、導入プロセスの各段階で定期的に

振り返りを行い、進捗と課題を適切に共有しながら柔軟に修正を加えていくことが不可欠となる。 

3-3. 他国展開への示唆 

3-3-1. 技術的観点 

セネガルが X-Road を自国内で導入・活用するだけでなく、将来的に西アフリカ地域を含む他国展開

を視野に入れる場合、GovStack との整合性を確保することが重要である。GovStack は国際電気通信

連合（ITU）、BMZ、GIZ が提唱・支援するデジタル・ガバメント共通基盤であり、相互運用性・拡張

性・再利用性を前提とした「積み木型」の国際標準アーキテクチャである。GovStack 自体も確立した

アーキテクチャではなく、国際的に合意が進む参照アーキテクチャであるが、今後セネガルの X-Road

もこの枠組みと調和を図りつつ、将来的には互換性のある形で設計していくことで、他国に展開する

際に既存の国際標準やガイドラインに沿って支援を進められるため、技術文書や他国のベストプラ

クティスを容易に再利用でき、各国への導入支援を効率化できる。これにより、セネガル発の事例が



   

 

   

 

西アフリカ地域におけるモデルケースとして参照される可能性が高まり、地域全体のデータガバナ

ンス強化にも資することが期待される。さらに、国際標準に調和を図ることでドナーの調達要件との

整合性が取れるため、結果としてドナーからの資金調達の可能性が高まり、他国におけるデータ交換

基盤の導入・拡充に持続的な支援を得やすくなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

   

 

別添 1 2024 年 12 月から 2025 年 2 月の四半期計画 

 

  



   

 

   

 

別添 2 2025 年 3 月から 2025 年 5 月の四半期計画

 

  



   

 

   

 

別添 3 2025 年 6 月から 2025 年 8 月の四半期計画 

 


